
様式１

部活動に係る活動方針

福山市立 【神辺西　　】中学校

1 基本方針
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5 学校単位で参加する大会等

「福山１００ＮＥＮ教育」の理念を踏まえ，生徒が課題解決に向け，様々な人々と協働して，持続可
能な社会を創造する「行動化できる力」につながる「２１世紀型“スキル＆倫理観”」を身に付ける
ことをめざして部活動を行う。
☆本校でめざす「２１世紀型“スキル＆倫理観”」
「自己を認識する力・自己選択できる力」「表現力」「粘り強くやりきる力」「挑戦し続ける力」
「コラボレーション力」
☆学校教育目標
「挑戦　鍛える　支える　トライ＆エラーを繰り返し，自分で決めた目標に向かって何度でも挑戦
する生徒の育成」に迫る活動を行う。

・学校体育団体の主催，共催する大会とする。（吹奏楽連盟を含む）
・その他の大会等については，方針の趣旨に則り，校長が認める大会のみとする。

☆週当たりの休養日の設定・週２日以上（平日1日と土・日曜日のいずれか1日）を休養日とする。
☆長期休業中・大会参加を除き，原則土・日曜日・祝日は休養日とする。
☆活動時間・平日は1時間程度，休日は3時間程度の活動とする。

適切な休養日等の設定

部活動の実施に当たっては，文部科学省が２０１３年（平成２５年）５月に作成した「運動部活動で
の指導のガイドライン」及び，文化庁が２０１８年（平成３０年）１２月に作成した「文化部活動の
在り方に関する総合的なガイドライン」に則り，生徒の心身の健康管理（スポ—ツ障害・外傷の予
防・熱中症事故の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む。），事故防止（活動場所にお
ける施設・設備の点検や活動における安全対策等）及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。

☆科学的なトレーニングや合理的な指導方法に学び，短時間で高い効果が得られるように工夫す
る。
☆体罰等のない指導に徹する。
☆気象情報等に常に配慮し，安全な指導を行う。

（１）部活動計画の作成について
・顧問は，年間の活動計画，並びに毎月の活動計画及び活動実績を作成し校長に提出する。校長はそ
れらの内容を吟味し適切な指導助言を行う。
（２）保護者の理解と協力について
・保護者の理解と協力は，部活動の運営上欠くことのできないことであることから，各顧問は指導方
針や活動予定などを明確にし，保護者との連携を図ることとする。
（３）所属の明確化
・2023年度（令和5年度）より中学校体育連盟主催の大会に地域スポーツ団体等が参加可能になっ
たことを受け，二重登録等による参加資格の失効を防ぐため毎年4月当初に部活動入部届を提出する
とともに，地域スポーツ団体等に所属している生徒は大会出場の所属を明確に報告することとする。
（登録後は1年間変更できない）

安全で効率的・効果的な活動の推進

適切な運用のための体制


